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（参考）第5次エネルギー基本計画（抜粋）

７．エネルギーシステム改革の推進

 我が国の電力、ガス、熱各エネルギー分野の供給構造は、市場ごとの縦割型産業構造
という特徴を持っていたが、技術革新による各エネルギー源の利用の高効率化や用途の
多様化を受け、非効率的な資源配分の仕組みとなっているとの問題意識の下で、三段
階での電力、ガス、熱のエネルギーシステム改革を推進している。

 そのねらいは、安定供給の確保、料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の
事業機会の拡大であり、また、産業競争力を強化し、さらには海外市場の開拓・獲得す
ることにあった。

 電気・熱の自由化から２年、ガスの自由化から１年が経過し、新規参入が増加し、また、
新たなサービスメニューが登場し、需要家の選択肢も拡大してきた。こうした中で、競争
の促進に加えて、安全性の確保や安定供給、再生可能エネルギーの推進を含む環境
適合、さらに自由化の下での需要家間の公平性確保といった公益的課題にも対応・両
立するため、パリ協定を踏まえた脱炭素化への取組の必要性も念頭に、市場環境整備
等に取り組む必要がある。
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（参考）第5次エネルギー基本計画（抜粋）

 小売及び発電市場の全面自由化を受け、一定程度競争は進展してきたが、更なる競
争促進に向けた市場・環境整備が必要となる。こうした状況の下、更なる小売事業者
間の競争活性化を図る観点から、旧一般電気事業者等が保有するベースロード電源
に新規参入者がアクセスすることを可能とするベースロード市場の創設や、地域間連系
線の利用に当たって入札価格の安い順に送電することを可能とする間接オークションの
導入等を進める。

 また、小売及び発電市場が全面自由化された結果、短期的なコスト競争力が追求され
る傾向が強まるとともに、諸外国と同様、再生可能エネルギーの大量導入に伴う市場
価格の下落等の影響により、発電所の維持・建設投資全体が過少となり、供給力・
調整力が不足する懸念がある。加えて、広域的な需給調整の実現による効率化といっ
た課題も存在する。

 こうした状況を踏まえ、今後、中長期的に適切な供給力・調整力を確保する容量市場
や、電源の環境価値の取引を可能とする非化石価値取引市場といった電源・インフラ投
資が維持・促進される仕組みの創設や、調整力を広域的に調達・運用することで需給
調整の効率化を図る需給調整市場の創設に取り組む。



8

（参考）第5次エネルギー基本計画（抜粋）

 さらに、地域を越えた電力取引の拡大や出力変動のある再生可能エネルギーの導入拡
大等にも対応する送配電ネットワークへの変革を図るため、既存の送配電ネットワーク
も最大限活用しつつ、コストの徹底削減、将来必要となる投資確保を可能とする託
送制度等の在り方を検討していくことが必要である。

 また、こうした市場設計の検討と併せて、２０１６年には「電力システム改革貫徹のた
めの政策小委員会」において、自由化に伴う財務会計面での課題への対応を検討した。
その結果、原子力事故に係る賠償への備えに関する負担や廃炉に関する会計制度に
ついて、前者は需要家間の公平性や福島復興に資するという観点、後者は自由化の
下でも適切な廃炉判断、円滑な廃炉実施がなされる環境を引き続き確保する観点から、
託送料金の仕組みを利用することとし、福島第一原子力発電所の廃炉の資金管理・
確保等と合わせて、必要な制度措置を講じた。

 これらの取組に加えて、2030年以降も見据えた脱炭素化やデジタル化に係るイノベー
ションの進展等も踏まえ、公益的課題への対応、競争との両立等を図っていくための検
討、取組を進めて行く必要がある。具体的には、将来の脱炭素化に向けては、従来以
上に積極的な電源や送配電ネットワーク等へのインフラ投資が必要となるが、不確実
性が高まる中で投資判断の予見性を向上させ、過小投資を回避するため、これらの
投資が促進される仕組みの整備が求められる。
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（参考）第5次エネルギー基本計画（抜粋）

世界共通の過少投資問題への対処

 総力戦対応でエネルギー転換・脱炭素化を進めていく必要があるが、その際、エネル
ギー価格が変動する中での過少投資問題への対処は避けて通れない。

 FIT制度で補助を受けて大量に導入された再生可能エネルギーは、電力価格の変動を
増幅し、かつ、政策支援を受けた分だけ価格水準の低下を招く。このことが、本来ならば
市場で選択されるはずの他の電源の投資回収を阻害する。再生可能エネルギーの大量
導入で先行するドイツでも、この事態を放置すれば、これからは、再生可能エネルギーも
含めて、いかなる投資も回収できなくなる可能性があると指摘されている。

 他方、技術開発投資、発電投資、送電網の増強投資、分散型ネットワークシステムへ
の投資、海外への投資など、エネルギー転換に向けてなすべき投資は目白押しである。
また、低炭素化・脱炭素化・分散化への試みは同時に着手しなければ、世界のエネル
ギー競争に劣後するリスクがある。このため、困難な投資環境の中でも予見性を確保
し、必要な投資が確保される仕組みを、着実に設計し構築していく。



電力システム改革貫徹のための政策小委員会（2016年9月～）

＜中間とりまとめ（2017年2月）抜粋＞
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電源等の価値* 取引される価値（商品） 取引される市場

実際に発電された電気

発電することが出来る能力

短時間で需給調整できる能力

非化石電源で発電された電気
に付随する環境価値

（参考）今後の市場整備の方向性

容量（供給力）
【kW価値】

調整力
【ΔkW価値】

電力量
【kWh価値】

その他
【環境価値**】

卸電力市場
(ｽﾎﾟｯﾄ、ﾍﾞｰｽﾛｰﾄﾞ市場等)

容量市場

調整力公募
→需給調整市場

非化石価値取引市場

（*）上図は電源を想定して記載しているが、ネガワット等は需要制御によって同等の価値を生み出すことが可能。
また、一つの市場において、複数の価値を取り扱う場合も考えられる。

（**）環境価値は非化石価値に加えて、それに付随する様々な価値を包含した価値を指す。
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１．更なる競争活性化
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「適正な電力取引についての指針」の改正

• 旧一般電気事業者の発電事業者等に対して制度的措置として市場への投入を求めるとともに、
適切に市場監視を行うため、「適正な電力取引についての指針」にベースロード市場における適正
な電力取引のあり方を位置づける予定。

• 適正な電力取引についての指針には、以下を位置づける予定である。

– 大規模発電事業者は、電気事業法上規制をされていないが、ベースロード市場の目的を達成するため、
卸電力取引所など卸電力市場が活性化されるまでの間は、新規参入した小売電気事業者のベース需要
に対し十分な量を市場へ投入するような配慮を行うことが適当である。

– 具体的には、大規模発電事業者がベースロード市場に電力を投入する際、「ベースロード市場ガイドライン
」に規定する算定式にしたがって、資源エネルギー庁が算定した量を下回らない量の電力をベースロード市
場に投入する。

– 供出価格については、自己又はグループ内の小売部門に対する自己のベースロード電源の卸供給料金と
比して不当に高い水準としない。

– 市場の活性化の観点から、大規模発電事業者以外の事業者がベースロード市場に電力を投入することも
推奨される。

※ ここでいう大規模発電事業者は、全国で500万kW以上の発電規模を有する発電事業者、その親会社又は当該発電事業
者若しくはその親会社から3分の1以上の出資を受ける発電事業者である。







２．自由化の下での公益的課題への対応
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NetCONEの設定方法
第17回 容量市場の在り方等に関する検討会 資料3





 事業者意見募集の結果をうけて、商品要件の再検討を行い、以下の通り変更した。中間
点の設定等については、引き続き広域機関にて検討をすすめている。

商品区分

26出所：第6回需給調整市場検討小委員会 2018年10月9日より抜粋





非化石価値取引市場について

• 貫徹小委とりまとめを踏まえ、非化石電源（再エネ、原子力）からの電気の持つ「非化石価値」
を証書化し取引するための非化石価値取引市場を本年から創設。証書はエネルギー供給構造
高度化法（高度化法）の非化石電源比率報告時に使用可能。（あわせて、温暖化対策法
上の排出係数を算定する際に証書を使用可能。）
※現在、高度化法では、小売事業者に対し2030年に非化石電源比率44%の目標達成のみを義務付けており、2030年
以前の目標（中間目標）は設定していない。

28

平成29年11月第15回制度検討
作業部会資料に基づき作成
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実証実験の概要

• 対象とされる非化石証書: 2019年2月25日~3月1日にて開催されるオークションで取
引されるFIT非化石証書

• 参加条件: 参加を希望する全てのFIT発電事業者及び小売電気事業者 (需要家は
契約する小売事業者経由での参加)

• 対象とする属性情報: 参加を希望した発電事業者が2018年7月~9月の間に発電し
たFIT電気に対応する属性情報

• 実施主体: 資源エネルギー庁及びその委託を受けた日本ユニシス株式会社



財務・会計面での措置の状況

• 電力システム改革貫徹のための政策小委員会において、自由化の下での財務会

計面での課題として、原子力損害賠償に係る賠償への備えに関する負担や廃炉に係る
会計制度の在り方に関して検討。

• 2017年2月中間とりまとめでの提言を踏まえ、それぞれ関係する法令等を整備済み。

（１）原子力事故に係る賠償への備えへの対応

⇒福島原発事故前に備えておくべきであった賠償への備えについて、需要家間の格差を

解消し、公平性を確保する等の観点から、全ての需要家が公平に負担するための措置

（２）廃炉に関する会計制度の改正

⇒原子力依存度低減や廃炉の円滑な実施等のエネルギー政策の目的を達成するため、

小売規制料金の原則撤廃後も継続させるための措置

（３）福島第一原子力発電所の廃炉の資金管理・確保

⇒巨額の資金を長期間にわたり適切に管理していくため、原子力損害賠償・廃炉等支援
機構に、廃炉に係る資金を積み立てる制度の創設。

加えて、送配電部門の合理化分を確実に１F廃炉に充てられるようにしつつ、
東電PGの負担が過大なものとならないための措置

託送料金の仕組みを利用する
ことを可能とする省令改正

関係省令の改正を
2017年に実施

※解体引当金省令改正は
2018年に実施

原賠機構法の改正、
託送料金審査基準の改正を

2017年に実施

※なお、規制料金の性質を踏まえれば、欧米において検討がなされているストランデッドコストに類するものが今後明らかになることも否定できない。したがっ
て、
そうした費用が明らかになった場合には、その都度、発生の経緯や規模感等を精査の上、対応の必要性を含め検討がなされるべきと考えられる。
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３．３Eの更なる高度化に向けて




